
　

□

出入口その他の見やすい場所に、免震建築物であること等が表示されていること。

上部構造が所定のとおり施工されていること。 □

平成27年４月１日

注１） 申請者、工事監理者又は工事施工者は、太枠で囲われたところをチェック又は記入してください。

注２） 「所定の」とあるのは、設計図書等に記載されている事項を意味しています。
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落下・挟まれ防止等の措置が所定のとおりされていること。

免震材料が所定のとおり施工されていること。 □

下部構造が所定のとおり施工されていること。 □

私は、リフォーム工事後の住宅全体が、次の基準について適合していることを確認しました。

□

免 震 建 築 物

免震層及び免震材料の維持管理に関する計画の内容が施工関連図書に記されていること。 □

基準
の概
要

確認項目 確認内容

リフォーム工事
後の基準適合
確認欄 備考

各工法共通

技術基準確認チェックシート［リフォーム工事完了後］（耐震性（免震建築物））

一戸建て等（一般用）
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